
建築物省エネ法の改正により、令和7年(2025年)から、新築の住宅e建築物に、省エネ

基準を満たすことが義務づけられ、韓築基準法の廼籠罷謁や寵了験壷の鶉轟となります。

また、昨年1 〇月には、 Z EH水準等の住宅・建築物を対象に、建築基準法の揺連関鯨親蓮(赤

道の堅塁欝の壁準)の鬼面し(寛)が公表されました。令嗣了年4月からの適摘予定ですが、その前

でも、 Z EH水準等の住宅等に、改正後の壁量等を確保できるよう公表されたものです。

今回のセミナーは、住寵の省エネ設計に利用できる「僅電仕諒基準」e「誘導仕様基準」や「性能基

準(省エネ計算)」について設計例を用いて説明し、木造の壁量等の基準の見直し(案)を解説しま

す。さらに、補助金や金融支援等の制度も紹介しますので、ぜひご参加ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【県北方部】

令和5年6月26日(月) 13:30̃15:30 (予定)

福島県建設センター 2階会議室(福島市五月町4-25)

70名(定員になり次第締め切ります) 回国 無 料

【県中方部】

令和5年6月3〇日(金) 13:30…15:30 (予定)

安積町総合学習センター 集会室(郡山市安積町荒井字南赤坂265)

1 ○○名(定員になり次第締め切ります) 回国 無 料

【いわき方部】

令和5年7月4日(火) 13:30̃15:30 (予定)

いわき新舞子ハイツ 高砂(いわき市平下高久1 6-1 )

70名(定員になり次第締め切ります) 回国 無 料

【会津方部】

令和5年7月3日(月) 13:30̃15:30 (予定)

アビオスペース 大会議室(会津若松市インター西90)

60名(定員になり次第締め切ります) 図回 無 料

会場はご都合に合わせてお選びください。裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、

FAXでお申し込みください。また、お問い合わせ先は、裏面に記載しています。

【各会場】プログラム(予定)

1 建築基準法等の改正動向について

講師 福島県建築指導課職員
2 住宅の省エネ設計(住宅仕様基準・誘導仕様基準・性能基準)について

講師 (-財)ふくしま建築住宅センター職員

3 建築基準法の構造関係規定(木造の壁量等の基準)の見直し(案)について

講師 (一財)ふくしま建築住宅センター職員

4 国・県の省エネ関連の補助金や融資制度、暇癖担保責任保険について

講師 (臆財)ふくしま建築住宅センター職員

=購詣ま顕住宅センター


